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議案第６１号   

福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件   

（議案書Ｐ２４～Ｐ２５） 
福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）要旨 

 

１ 改正する項目 

（１）国民健康保険税額の課税限度額の改正（第３条第２項及び第３項、第１４条第１項） 

（２）国民健康保険税額の軽減判定所得の基準額の改正（第１４条第１項第２号及び第３号） 

（３）税率の改正（第５条、第６条の３、第１４条第 1項各号、第２項各号） 

 

２ 一部改正の趣旨 

令和７年度税制改正の大綱（令和 6年 12 月 27 日閣議決定）において、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び減額措置の５

割軽減、２割軽減対象世帯に係る軽減判定所得の基準額を改正することが示され、国民健康保険法施行令（昭和 33年政令第 362 号）

及び地方税法施行令（昭和 25 年 7月 31日号外政令第 245号）の一部改正が施行されたことによる改正を行う。また、福島県が目指す

県内保険税水準の統一へ向けて保険税率の改正を行うため、本市国民健康保険税条例の一部改正を行う。 

 

３ 一部改正の概要 

（１）国民健康保険税課税限度額の改正 

高齢化や医療の高度化等に伴う医療費の増加が見込まれている中で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、税率の引き上

げだけで賄おうとすると中間所得層を中心に負担を求めるようになるため、高額所得層の負担を増やすことで、中間所得層の保険税の

負担上昇をできる限り緩和するために課税限度額を引き上げる。 
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（２）国民健康保険税に係る軽減判定所得の基準額の改正 

低所得者に対する減額措置として、所得に応じて応益分（均等割、平等割）を７割・５割・２割の軽減を行っているが、物価上昇

などの経済動向等を踏まえ、軽減を受けている世帯の範囲が縮小することのないよう５割、２割の軽減判定所得を引き上げる。 

 

 

 

 

 

（３）税率の改正 

令和６年度に引き続き、令和１１年度の県内保険税水準の統一へ向けて、急激な負担増を防ぐために段階的に税率改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
医療分…国民健康保険事業に要する費用　　
支援分…75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の財源
介護分…介護保険制度の財源（40歳から64歳までの方）

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

税　率 6.50% 20,700 18,300 2.50% 7,800 7,200 2.40% 10,000 6,200

割　合 53.24% 29.82% 16.94% 53.24% 29.35% 17.41% 49.29% 32.81% 17.90%

税　率 6.50% 21,700 18,300 2.50% 9,500 7,200 2.40% 10,000 6,200

割　合 53.60% 29.96% 16.44% 51.32% 32.61% 16.07% 50.02% 32.36% 17.62%

税　率 0.00% 1,000 0 0.00% 1,700 0 0.00% 0 0

割　合 0.36% 0.14% △0.50% △1.92% 3.26% △1.34% 0.73% △0.45% △0.28%

45.70% 38.00% 16.30% 45.70% 38.00% 16.30% 45.70% 38.00% 16.30%

医療分 支援分 介護分

国が示す割合(令和７年度)

現　行
(令和6年度）

改正案
（令和7年度）

増　減

区分 医療分 支援分 介護分 計

令和6年度 65万円 24万円 17万円 106万円

増　額 1万円 2万円 変更なし 3万円

改正（案） 66万円 26万円 17万円 109万円

参考：国民健康保険税課税限度額の推移

医療分 支援分 介護分 合計 前年度比較増額

令和4年度 65万円 20万円 17万円 102万円 3万円

令和5年度 65万円 22万円 17万円 104万円 2万円

令和6年度 65万円 24万円 17万円 106万円 2万円

令和7年度 66万円 26万円 17万円 109万円 3万円

下線部が前年度からの変更点

現行 改正後

令和５年中の所得が下記の金額以下の世帯 令和６年中の所得が下記の金額以下の世帯

７割軽減判定所得基準額
４３万円

＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）
４３万円

＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）

５割軽減判定所得基準額
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）

  ＋（２９.５万円×被保険者等の人数）

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）

  ＋（３０.５万円×被保険者等の人数）

２割軽減判定所得基準額
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）

      ＋（５４.５万円×被保険者等の人数）

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）

      ＋（５６万円×被保険者等の人数）
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４ 条例の施行予定日 

公布の日から施行 

経過措置  

改正後の福島市国民健康保険税条例の規定は令和７年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、令和６年度分までの国民健康保

険税については、従前の例による。 

 

５ 具体的な影響 

（１）課税限度額の改正による影響 

  課税限度額超過世帯における課税限度額引き上げ分の課税額が増加 

   ・課税限度額超過世帯数 約３３０世帯 

   ・課税額が全体で７，８２８千円の増 

 

（２）軽減判定所得の基準額の改正による影響 

  軽減対象世帯が増加するため、課税額が減少 

   ・軽減対象世帯数（増加分） 約１８０世帯 

   ・課税額が全体で１９，１６９千円の減 

 

（３）税率の改正による影響 

  世帯構成や所得状況により世帯の負担は異なる（※ケース参照） 

   ・課税額が全体で８２，２４１千円の増 
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【参考】モデルケース検証

年度 所得割 均等割 平等割 計

△ 31,200 0 △ 31,200

292,900 113,600 31,700 438,200

△ 28,500 0 △ 28,500

292,900 105,500 31,700 430,100

△ 2,700 0 △ 2,700

0 8,100 0 8,100

年度 所得割 均等割 平等割 計

△ 15,600 0 △ 15,600

231,300 78,000 25,500 334,800

△ 14,300 0 △ 14,300

231,300 71,200 25,500 328,000

△ 1,300 0 △ 1,300

0 6,800 0 6,800

年度 所得割 均等割 平等割 計

△ 57,700 △ 22,200 △ 79,900

0 24,700 9,500 34,200

△ 53,900 △ 22,200 △ 76,100

0 23,100 9,500 32,600

△ 3,800 0 △ 3,800

0 1,600 0 1,600

年度 所得割 均等割 平等割 計

△ 12,500 △ 5,100 △ 17,600

80,100 49,900 20,400 150,400

△ 11,400 △ 5,100 △ 16,500

80,100 45,600 20,400 146,100

△ 1,100 0 △ 1,100

0 4,300 0 4,300

年度 所得割 均等割 平等割 計

132,300 62,400 25,500 220,200

132,300 57,000 25,500 214,800

0 5,400 0 5,400

年度 所得割 均等割 平等割 計

△ 15,600 △ 12,800 △ 28,400

24,300 15,600 12,700 52,600

△ 14,300 △ 12,800 △ 27,100

24,300 14,200 12,700 51,200

△ 1,300 0 △ 1,300

0 1,400 0 1,400
差

ケース４

令和７年度

令和６年度

差

ケース５

令和７年度

令和６年度

差

ケース６

令和７年度

令和６年度

差

ケース１

令和７年度

令和６年度

差

ケース２

令和７年度

令和６年度

差

ケース３

令和７年度

令和６年度

・営業所得 300万円⇒算定基礎額257万円

・4人世帯

・40代後半夫婦・介護分あり

・18歳未満の子ども2人（小中学生各1人）

・18歳未満の子ども均等割２人目無料
⇒上段に減免額

・営業所得 300万円⇒算定基礎額257万円

・3人世帯

・30代前半夫婦・介護分なし

・18歳未満の子ども1人（未就学児1人）

・未就学児均等割１／２
⇒上段に減免額

・給与収入 90万円 ⇒算定基礎額0万円

・2人世帯

・60代前半夫婦・介護分あり

・7割軽減

⇒上段に減免額

・営業所得 132万円⇒算定基礎額89万円

・2人世帯

・20代後半夫婦・介護分なし

・2割軽減

⇒上段に減免額

・公的年金収入300万円⇒算定基礎額147万円

公的年金収入１２０万円⇒算定基礎額0万円

・2人世帯

・60代後半夫婦・介護分なし

・公的年金収入１８０万円⇒算定基礎額２7万円

・１人世帯

・60代後半・介護分なし

・５割軽減

⇒上段に減免額
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【福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  新旧対照表】 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が 66万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、66万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が 65万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が 26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、26 万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が 24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、24万円とする。 

４ （略） 

 

４ （略） 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額） 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について 21,700円」とする。 

 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について 20,700円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額
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改正後 改正前 

の被保険者均等割額） の被保険者均等割額） 

第６条の３ 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者

１人について 9,500円とする。 

 

第６条の３ 第３条第３項の被保険者均等割額は、被保険者

１人について 7,800円とする。 

 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第 14 条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第３条第２

項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が 66 万円を超える場合には、66 万

円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

26万円を超える場合には、26 万円）並びに同条第４項本文の

介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が 17万円を超える場合には、17万円）

の合算額とする。 

第 14 条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第３条第２

項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が 65 万円を超える場合には、65 万

円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

24万円を超える場合には、24 万円）並びに同条第４項本文の

介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が 17 万円を超える場合には、17万円）

の合算額とする。 

(１) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得を有する者（前年中に法第 703 条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

第 28 条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定

(１) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得を有する者（前年中に法第 703 条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

第 28 条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定
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改正後 改正前 

する給与等の収入金額が 55 万円を超える者にかぎる。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第 703 条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第 35 条第３項に規定する公的年金

所得等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢 65歳未満の者にあつては当該

公的年金等の収入金額が 60 万円を超える者に限り、年齢 65

歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が 110 万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」と

いう。）が２以上の場合にあつては、43 万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

する給与等の収入金額が 55 万円を超える者にかぎる。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第 703 条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第 35 条第３項に規定する公的年金

所得等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等

控除額の控除を受けた者（年齢 65歳未満の者にあつては当該

公的年金等の収入金額が 60 万円を超える者に限り、年齢 65

歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が 110 万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」と

いう。）が２以上の場合にあつては、43 万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 15,190円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 14,490円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 6,650円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 5,460円 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

(２) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林 (２) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林
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改正後 改正前 

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 30 万５千円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 295,000 円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 10,850円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 10,350円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 4,750円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 3,900円 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

(３) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 56 万円を加算した金額を超えない世帯に係る納

(３) 法第 703 条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては、43万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき 545,000 円を加算した金額を超えない世帯に係る
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改正後 改正前 

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 4,340円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について 4,140円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 1,900円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する

世帯主を除く。） １人について 1,560円 

エ～カ （略） エ～カ （略） 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達

する日以後の最初の３月 31日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する

未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達

する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する

未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児

１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,255円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,105円 
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改正後 改正前 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 5,425円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 5,175円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 8,680円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 8,280円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,850円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 10,350円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,425円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,170円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,375円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 1,950円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 3,800円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 3,120円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,750円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 3,900円 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第 15条 （略） 第 15条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者

（第１項第２号及び第３号に該当する者を除く。）は、その理

由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出

なければならない。 

 

３ 第１項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者

（第１項第２号に該当する者を除く。）は、その理由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければな

らない。 
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議案第６２号  
 
東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制
定の件 

（議案書Ｐ２６～Ｐ２７） 
 
 

東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例（案）要旨 
 
 
１ 改正する項目 

 減免適用期間の延長（第２条第１項第２号、附則第２項及び同項ただし書き） 

 

２ 一部改正の趣旨 
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等における、被保険者等の令和７年度の国民健康保険税減免措置の取扱

い等について、令和７年２月２０日付け及び同年３月２８日付け（一部改正）厚生労働省保険局の通知により、国の財政支援の延長が示され
たことから、東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免について、国の財政支援措置に準拠し、減免期間の取扱い
にかかる改正を行う。 
 

３ 一部改正の概要 

（１）帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等（平成２８年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。）の被保 

険者の令和７年度相当分の保険税の全額。 

（２）令和７年３月３１日に帰還困難区域の指定が解除された、飯館村の一部と葛尾村の一部の上位所得層の被保険者に係る、令和７年度 

保険税の額のうち令和７年４月分から９月分までの保険税に相当する月割算定額。 

（３）令和６年度末に資格を取得したことにより、令和７年４月以後に納期限が到来する令和６年度相当分の保険税額。 

（４）地方税法第１７条の５に基づき、減免適用期間を令和３年度から令和７年度までの間とし、保険税の減免にあたっては、令和３年４ 

月１から令和８年３月３１日までに納期の末日が到来する保険税の額に限り適用とする。 
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４ 条例の施行予定日   

公布日から施行 

 

５ 具体的な影響 

（１）対象者への影響 

令和７年度相当分の国民健康保険税の減免を受けることができる。 

 

（２）市への影響  （令和７月４月１日現在） 

  ①条例改正に基づく減免見込額：１２，４４６千円 

②減免措置対象見込世帯数：１３０世帯 （被保険者数（推計）１４７人） 

③国民健康保険税の減収分は、全額国庫補助で賄われる見込み。 

（復興特会（災害臨時特例補助金）２／１０、特別調整交付金８／１０） 
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参考資料：避難指示区域の概念図 
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参考資料

令和６年度　国民健康保険税減免世帯の内訳

被災市町村 該当区域 世帯数

旧緊急時避難準備区域

旧避難指示解除準備区域

旧居住制限区域

旧避難指示解除準備区域

旧居住制限区域

旧避難指示解除準備区域

旧居住制限区域

旧避難指示解除準備区域

旧居住制限区域

旧避難指示解除準備区域

旧
避
難
指
示
区
域
等

計 116

楢葉町 旧避難指示解除準備区域 2

田村市 旧緊急時避難準備区域 0

浪江町 26

飯舘村 32

葛尾村 旧避難指示解除準備区域 2

川内村 旧避難指示解除準備区域 0

広野町 旧緊急時避難準備区域 0

旧特定避難勧奨地点 0

川俣町 15

富岡町 14

南相馬市原町区 1

南相馬市小高区 旧避難指示解除準備区域 24

南相馬市鹿島区 旧緊急時避難準備区域 0

伊達市

被災市町村 該当区域 世帯数

帰還困難区域

旧帰還困難区域

旧特定復興再生拠点区域

帰還困難区域

旧特定復興再生拠点区域

16

帰
還
困
難
区
域

1

浪江町
帰還困難区域
旧帰還困難区域 2

計

富岡町
旧帰還困難区域
旧特定復興再生拠点区域 4

大熊町 旧帰還困難区域 3

双葉町 6

飯舘村

合　　計 132
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【東日本大震災による被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例    新旧対照表 】 

改正後 改正前 

（保険税の減免） （保険税の減免） 
第２条 震災により被災した納税義務者の属する世帯の保険税
については、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める額を減免する。 

第２条 震災により被災した納税義務者の属する世帯の保険税
については、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める額を減免する。 

(１) 帰還困難区域（原子力災害対策特別措置法（平成 11年法

律第 156 号。以下「原災法」という。）第 20 条第２項の規定に
よる原子力災害対策本部長の指示により平成 25 年までに指定
され当該指定が解除されていない区域をいう。以下同じ。）に居
住していた者（平成 23年３月 11日（以下「震災の日」という。）
において当該区域に住所を有していた者を含む。） 保険税の全
額 

(１) 帰還困難区域（原子力災害対策特別措置法（平成 11年法

律第 156 号）第 20 条第２項の規定による原子力災害対策本部
長の指示により平成 25 年までに指定され令和５年度までに指
定が解除されていない区域）に居住していた者（現に当該区域
に住所を有する者を含む。） 保険税の全額 

(２) 旧避難指示解除準備区域又は旧居住制限区域（それぞれ
原災法第 20 条第２項の規定による原子力災害対策本部長の指

示により指定されていた区域をいう。以下同じ。）のうち平成 31
年中に指定が解除された区域に居住していた者（震災の日にお
いて当該区域に住所を有していた者を含む。）（市長が別に定め
る上位所得層に該当する者を除く。） 保険税の全額 

(２) 旧避難指示解除準備区域若しくは旧居住制限区域（それ
ぞれ原子力災害対策特別措置法第 20 条第２項の規定による原

子力災害対策本部長の指示により指定されていた区域をいう。
以下同じ。）のうち令和元年度中に指定が解除された区域に居住
していた者（現に当該区域に住所を有する者を含む。）又は旧特
定復興再生拠点区域（福島復興再生特別措置法（平成 24年法律
第 25 号）第 17 条の２第６項の認定を受けた同条第１項に規定
する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された区域のう
ち指定が解除された区域をいう。以下同じ。）のうち令和５年度
までに指定が解除された区域に居住していた者（現に当該区域

に住所を有する者を含む。） 保険税の全額 
(３) 旧帰還困難区域（帰還困難区域に指定されていた区域を
いう。以下同じ。）のうち令和４年度以後に指定が解除された区
域（令和２年３月中に指定が解除された区域を含む。）に居住し
ていた者（震災の日において当該区域に住所を有していた者を
含む。） 保険税の全額 

 

２ （略） 
 

２ （略） 
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改正後 改正前 
附 則 附 則 
１ （略） １ （略） 
（保険税の減免適用期間の特例） （保険税の減免適用期間の特例） 
２ 令和３年度から令和７年度までの間における保険税の減免
に当たっては、納税義務者に対し課し、又は課すべきであった
保険税の額のうち、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日

までに納期の末日が到来する保険税の額に限り適用する。ただ
し、次の各号に掲げる納税義務者が属する世帯の保険税の減免
に当たっては、当該各号に定める保険税の額に限り適用する。 

２ 令和２年度から令和６年度までの間における保険税の減免
に当たっては、納税義務者に対し課し、又は課すべきであった
保険税の額のうち、令和２年４月１日から令和７年３月 31日ま

でに納期の末日が到来する保険税の額に限り適用する。ただし、
納税義務者が令和元年度中に指定が解除された旧避難指示解除
準備区域若しくは旧居住制限区域又は旧特定復興再生拠点区域
に居住していた者（現にこれらの区域に住所を有する者を含
む。）であって、市長が別に定める上位所得層に該当するもので
ある場合の当該納税義務者が属する世帯は、令和２年度の保険
税の額のうち令和２年４月分から９月分までの保険税に相当す
る月割算定額に限り適用し、令和４年度中に指定が解除された

旧特定復興再生拠点区域（令和５年４月１日付けで指定が解除
された区域を含む。）に居住していた者（現にこれらの区域に住
所を有する者を含む。）であって、市長が別に定める上位所得層
に該当するものである場合の当該納税義務者が属する世帯は、
令和２年度から令和４年度までの保険税の額及び令和５年度の
保険税額のうち令和５年４月分から９月分までの保険税に相当
する月割算定額に限り適用し、令和５年度中に指定が解除され
た旧特定復興再生拠点区域（令和５年４月１日付けで指定が解

除された区域を除く。）に居住していた者（現にこれらの区域に
住所を有する者を含む。）であって、市長が別に定める上位所得
層に該当するものである場合の当該納税義務者が属する世帯
は、令和２年度から令和５年度までの保険税の額及び令和６年
度の保険税額のうち令和６年４月分から９月分までの保険税に
相当する月割算定額に限り適用する。 

(１) 令和４年度中に指定が解除された旧帰還困難区域（令和
２年３月４日、同年３月５日及び令和５年４月１日に指定が解
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改正後 改正前 
除された区域を含む。）に居住していた者（震災の日において当
該区域に住所を有していた者を含む。）で市長が別に定める上位
所得層に該当するもの 令和３年度及び令和４年度の保険税の
額並びに令和５年度の保険税額のうち令和５年４月分から９月
分までの保険税に相当する月割算定額 
(２) 令和５年度中に指定が解除された旧帰還困難区域（令和

２年３月 10 日に指定が解除された区域を含み、令和５年４月
１日に指定が解除された区域を除く。）に居住していた者（震災
の日において当該区域に住所を有していた者を含む。）で市長が
別に定める上位所得層に該当するもの 令和３年度から令和５
年度までの保険税の額及び令和６年度の保険税額のうち令和６
年４月分から９月分までの保険税に相当する月割算定額 

 

(３) 令和６年度中に指定が解除された旧帰還困難区域に居住
していた者（震災の日において当該区域に住所を有していた者

を含む。）で市長が別に定める上位所得層に該当するもの 令和
３年度から令和６年度までの保険税の額及び令和７年度の保険
税額のうち令和７年４月分から９月分までの保険税に相当する
月割算定額 

 

３ （略） 

納税義務者の区分 課税年度 減免額 

平成 26年までに解除された、

旧緊急時避難準備区域、旧避
難指示解除準備区域又は特定
避難勧奨地点に居住していた
者（震災の日において当該区
域に住所を有していた者を含
む。）（市長が別に定める上位

所得層に該当する者を除く。） 

令和５年度 
保険税の２分
の１の額 

３ （略） 

納税義務者の区分 課税年度 減免額 

平成 26 年までに解除され

た、旧緊急時避難準備区域、
旧避難指示解除準備区域又
は特定避難勧奨地点に居住
していた者（現に当該区域に
住所を有する者を含む。）（市
長が別に定める上位所得層

に該当する者を除く。） 

令和５年度 
保険税の２分
の１の額 
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改正後 改正前 

平成 27年に解除された、旧避
難指示解除準備区域に居住し
ていた者（震災の日において
当該区域に住所を有していた
者を含む。）（市長が別に定め
る上位所得層に該当する者を

除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 
保険税の２分
の１の額 

平成 28年に解除された、旧避
難指示解除準備区域又は旧居
住制限区域に居住していた者
（震災の日において当該区域
に住所を有していた者を含
む。）（市長が別に定める上位

所得層に該当する者を除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 保険税の全額 

令和７年度 
保険税の２分
の１の額 

平成 29年に解除された、旧避
難指示解除準備区域又は旧居
住制限区域に居住していた者
（震災の日において当該区域
に住所を有していた者を含
む。）（市長が別に定める上位

所得層に該当する者を除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 保険税の全額 

令和７年度 保険税の全額 

令和８年度 
保険税の２分

の１の額 
 

平成 27 年に解除された、旧
避難指示解除準備区域に居
住していた者（現に当該区域
に住所を有する者を含む。）
（市長が別に定める上位所
得層に該当する者を除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 
保険税の２分
の１の額 

平成 28 年に解除された、旧
避難指示解除準備区域又は
旧居住制限区域に居住して
いた者（現に当該区域に住所
を有する者を含む。）（市長が
別に定める上位所得層に該
当する者を除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 保険税の全額 

令和７年度 
保険税の２分
の１の額 

平成 29 年に解除された、旧
避難指示解除準備区域又は
旧居住制限区域に居住して
いた者（現に当該区域に住所
を有する者を含む。）（市長が
別に定める上位所得層に該
当する者を除く。） 

令和５年度 保険税の全額 

令和６年度 保険税の全額 

令和７年度 保険税の全額 

令和８年度 
保険税の２分
の１の額 
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議案第５６号　令和７年度福島市一般会計補正予算（第１号）（市民・文化スポーツ部所管分）【 国保年金課 】

（単位：千円）

国　県
支出金

地方債

3民生費 ◇特別会計繰出金

 1社会福祉費 　○国民健康保険事業費特別会計繰出金

  1社会福祉

   総務費 1,862,169 △ 24,940 1,837,229 △ 6,343 - -

16,102

※補正前の額及び計には財務部納税課分（61,968）含む

※財源は右記のとおり

△ 1,603 千円

・財政安定化支援事業繰出金

　国保税軽減世帯割合の減少等に伴う減額

△ 37,952 千円

　（財源：国１/２・県１/４・市１/４）

　国保税軽減額の増加等に伴う増額

・未就学児均等割保険税繰出金

　対象者数の減少に伴う減額

　（財源：国１/２・県１/４・市１/４）

・産前産後保険税繰出金

　　　・産前産後保険税軽減分

・保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 千円△ 11,272

　国保税調定額の減少等に伴う減額

　（財源：国１/２・県１/４・市１/４）

　以下の事由により国民健康保険事業費特別会計への繰出金を減額
するもの。

・保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 25,700 千円

　（財源：県３/４・市１/４）

　国保税軽減額の増加等に伴う増額

千円

千円

△ 24,940

△ 24,940

【補正の内容等】

94

 1項　国庫負担金

16款　国庫支出金

 2節　保険基盤安定負担金

　　　・未就学児均等割

　　　・保険者支援分

 1目　民生費国庫負担金

△ 34,699

その他

△ 5,636

〈歳入内訳〉（補正予算説明書　Ｐ５）

△ 801

<歳　出>　補正予算説明書　Ｐ７　～　Ｐ７

款
項
目

補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源

説　　　明
一般財源

千円187

　　　・未就学児均等割 △ 401

　　　・産前産後保険税軽減分 46

△ 2,818

17款　県支出金

 1項　県負担金

 1目　民生費県負担金

 2節　保険基盤安定負担金

　　　・保険者支援分

　　　・保険税軽減分 19,275

国

県
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議案 第５６号　　令和７年度　福島市一般会計補正予算 （第１号）　　　　（市民・文化スポーツ部所管分）　【文化振興課】

<歳　出>　補正予算説明書　P１０       （単位：千円）

（１）補正概要

（２）体育館整備の主な仕様

場　　　所 福島市飯坂町東湯野字尻明地内
施　　　設 積層棚を設置し、現在の平面積（537.5㎡）から約800㎡へ収蔵面積を増加する。

（３）スケジュール 令和７年７月 　入札依頼

　　　　　　８月 　契約　設計業務

令和7年１１月 　完了

　旧東湯野小学校体育館について、埋蔵文化財の収蔵庫として活用するため改修工事を実施するもの。
　内部に２階建ての積層棚を設置し収蔵面積の増加を計画しているが、建築基準法上、構造計算を伴う設計が必要となることから、業務委託によ
り設計を実施する。

国県
支出金

地方債 その他

10　教育費

　 6　社会教育費

　　4　文化振興費 486,165 8,800 494,965 0 7,900 0 900 ◇文化財費　　　　　8,800

　○埋蔵文化財保護事業費　　　8,800

説　　　　　明特定財源

補正額の財源内訳
款
項
目

補正前の額 補正額 計
一般財源
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（単位:千円） （単位:千円）

項目 項目

01 4,592,706 △ 357,839 4,234,867 01 459,532 - 459,532

4,419,043 △ 357,839 4,061,204 02 15,880,759 - 15,880,759

173,663 - 173,663 03 5,924,632 129,050 6,053,682

02 2 - 2 04 249,343 - 249,343

03 9,359 - 9,359 05 5,009 - 5,009

04 15,995,306 - 15,995,306 06 1 - 1

05 5,009 - 5,009 07 31,251 - 31,251

06 1,947,169 △ 24,940 1,922,229 08 50,000 - 50,000

07 1 511,829 511,830 22,600,527 129,050 22,729,577

08 50,975 - 50,975

22,600,527 129,050 22,729,577

補正前の額 補正額 計
科目 科目

補正前の額 補正額 計

県 支 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

公 債 費

財 産 収 入

繰 入 金

国 庫 支 出 金

諸 収 入

歳 入 合 計

国 民 健 康 保 険 税 総 務 費

現 年 課 税 分 保 険 給 付 費

滞 納 繰 越 分 国民健康保険事業費納付金

保 健 事 業 費

繰 越 金

基 金 積 立 金

諸 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

【歳出】【歳入】

議案第５７号　令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１号）【 国保年金課 】

補正予算説明書　Ｐ１３　～　Ｐ１８
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被保険者数と世帯数の推移

納付金の推移

議案第５７号　令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１号）【 国保年金課 】

33,933世帯
32,858世帯

31,941世帯

30,917世帯 31,009世帯

50,841人

48,610人

46,616人

44,542人 44,645人

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

R4決算 R5決算 R6見込 R7当初 R7補正
40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

世帯 人

世帯数 被保険者数

6,147,356千円
6,017,457千円

5,848,824千円

5,924,632千円
6,053,682千円

120,913円
123,791円 125,468円

133,012円
135,596円

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

R4決算 R5決算 R6見込 R7当初 R7補正
80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

百万円 円

納付金 １人当たりの納付金額
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（単位：千円）

1国民健康 ◇国民健康保険税現年課税分　　△357,839千円

 保険税 被保険者数・世帯数・税率等の見直しに伴い減額するもの。

  1国民健康 区分 補正前の額 補正額 計

   保険税 1医療給付費分現年課税分 2,914,282 △ 255,384 2,658,898

  1国民健康 4,592,706 △ 357,839 4,234,867 2後期高齢者支援金等分現年課税分 1,173,178 △ 108,089 1,065,089

   保険税 3介護納付金分現年課税分 331,583 5,634 337,217

滞納繰越分合計 173,663 - 173,663

合計 4,592,706 △ 357,839 4,234,867

議案第５７号　令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１号）【 国保年金課 】

款
項
目

補正前の額 補正額 計 説       明

<歳　入>　補正予算説明書　Ｐ１６　～　Ｐ１７
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（単位：千円）

6繰入金 ・国民健康保険事業費特別会計繰出金（一般会計）の減額に伴う減額

 1一般会計 区分 補正前の額 補正額 計

  繰入金 1保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 691,160 25,700 716,860

  1一般会計 2保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 413,343 △ 11,272 402,071

   繰入金 1,947,169 △ 24,940 1,922,229 3未就学児均等割保険税繰入金 8,647 △ 1,603 7,044

4産前産後保険税繰入金 2,679 187 2,866

5職員給与費等繰入金 401,331 - 401,331

※補正前の額及び計には財務部納税課分（61,968）含む 6出産育児一時金繰入金 33,333 - 33,333

7財政安定化支援事業繰入金 161,645 △ 37,952 123,693

8その他一般会計繰入金 235,031 - 235,031

　・子ども医療費等繰入金 85,000 - 85,000

　・国庫支出金等影響額補填繰入金 150,031 - 150,031

合計 1,947,169 △ 24,940 1,922,229

7繰越金 ◇前年度繰越金　　　　　 511,829千円

 1繰越金 財源に不足が生じるため、前年度繰越金を追加するもの。

  1繰越金 1 511,829 511,830

<歳　入>　補正予算説明書　Ｐ１６　～　Ｐ１７

款
項
目

補正前の額 補正額 計 説       明

議案第５７号　令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１号）【 国保年金課 】
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（単位：千円）

国　県
支出金

地方債 その他

3国民健康保険 5,924,632 129,050 6,053,682 - - - 129,050 ◇医療給付分 112,817 千円

 事業費納付金 ◇後期高齢者支援金等分 13,160 千円

 1医療給付費分 ◇介護納付金分 3,073 千円

  1医療給付費分 3,964,004 112,817 4,076,821 - - - 112,817 納付金額の確定に伴い不足分を追加するもの。

   

 2後期高齢者

  支援金等分

  1後期高齢者 1,498,150 13,160 1,511,310 - - - 13,160

   支援金等分

   

 3介護納付金分

  1介護納付金分 462,478 3,073 465,551 - - - 3,073

議案第５７号　令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第１号）【 国保年金課 】

<歳　出>　補正予算説明書　Ｐ１８　～　Ｐ１８

特定財源

一般財源

款
項
目

補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

説       明
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